
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
様式３印

収入印紙添付欄

業務委託契約書

１．事業年度　令和８年度
２．事業名　　かつらぎ町クビアカツヤカミキリ防除対策事業
３．業務名　　かつらぎ町クビアカツヤカミキリ防除対策事業委託業務
４．履行期間　着手　令和　　年　　月　　日　　この間　　日
	番号
	品目
	園地の所在地
	対策の内容
	対策本数
	金額（税込）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


完了　令和　９年　２月１２日
５．委託金額　　　　　　円（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額　　　円）
６．業務委託内容の詳細









　上記の業務について、かつらぎ町を発注者とし、　　　　を受注者として、発注者及び受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項により委託契約を締結し、信義に則って誠実にこれを履行するものとする。
　この契約の証として、この証書２通を作成し、発注者受注者それぞれ記名押印のうえ各自その１通を保有する。


　　令和　　年　　月　　日

発注者　住所：和歌山県伊都郡かつらぎ町
大字丁ノ町2160番地
氏名：かつらぎ町長　中阪　雅則

受注者　住所：
氏名：







（総則）
第１条　発注者及び受注者は、この契約書に基づき、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
２　受注者は、この契約書記載の業務（以下「委託業務」という。）をこの契約書記載の履行期間（以下「履行期間」という。）内に完了し、かつらぎ町クビアカツヤカミキリ防除対策事業実績報告書（以下「成果物」という。）を発注者に提出するものとし、発注者は、その委託金を支払うものとする。
３　発注者は、成果物を完成させるため、委託業務に関する調査を実施し、もしくは報告を求め、必要に応じ指示を受注者に対して行うことができる。この場合において、受注者は、当該指示に従い委託業務を行わなければならない。
４　発注者から明示されていない仕様があるときは、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
５　受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
６　この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
７　この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
８　この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
９　この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法（平成４年法律第51号）に定めるものとする。
10　この契約書における期間の定めについては、民法（明治29年法律第89号）及び商法（明治32年法律第48号）の定めるところによるものとする。
11　この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
12　この契約について訴訟等が生じたときは、発注者の事務所の所在地を管轄する裁判所を第一審の裁判所とする。
　（委託業務の処理方法）
第２条　「クビアカツヤカミキリ防除対策マニュアル（和歌山県発行）」等に基づき、クビアカツヤカミキリ被害に対し、適切な防除対策を実施すること。
　（解除等）
第３条　発注者は、次の各号のいずれかの事情が生じたときは、催告を行ったうえでこの契約を解除することができる。
（1）受注者がこの契約に違反したとき。
（2）受注者の委託業務の処理が不適当と発注者が認めたとき。
（3）受注者がこの契約を履行することができないことが明らかであると発注者が認めたとき。
　（成果物の提出）
第４条　受注者は委託業務終了後、速やかに成果物を提出すること。
　（委託金の支払）
第５条　受注者は、成果物提出時に書類の過不足がなく受理されたときは、委託金の支払を請求することができる。
２　発注者は、前項の規定による請求があったときは、その日から30日以内に委託金を支払わなければならない。
　（損害賠償）
第６条　委託業務の実施により第三者に損害を与えたときは受注者がその責めを負うものとする。
（契約の費用）
第７条　この契約の締結に要する費用は、受注者の負担とする。
　（補則）
第８条　この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
